
「武修館高等学校」

【給付】

特別奨学生種別 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

  1年目 360,000 250,000 200,000 150,000 100,000

2,3年目 200,000 150,000 100,000 50,000 0

※推薦・専願入学試験で入学を許可された受験生で「特別奨学生」に採用されなかった受験生

については、「優秀奨学生」として入学金60,000円を給付します。

【給付】

【減免】 （内進生非該当）

【貸付】

【貸付】

【貸付・給付】

【無料】

ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください　　担当　　「事務室」　（0154-47-3211）　

６．その他の奨学金制度　（民間団体等の各種制度）

　例えば、特別奨学生「Ａ」で、１年間の実納入授業料額が就学支援金の支給により0円の場合
は、奨学金は、１年目は100,000円となり、２、３年目は0円となります

入学金16万円の貸付を受けられます（生活保護(生業扶助）世帯と住民税非課税世帯のみ）

無利子で、返済は翌年の6月から12年以内に半年賦分割となります

北海道交通遺児対策事業、交通遺児育英会、北海道交通遺児の会

入学される生徒の兄か姉が、釧路短期大学か武修館高等学校に同時に在籍する期間
について、入学される生徒の実納付授業料が半額となります

アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助制度、朝鮮奨学会、等

本校では、通学バスを５路線で登校用１便、下校用３便を無料運行しています

公共交通機関の定期代3ヶ月25,900円の負担がなくなります　　（３年間で約31万円）

廣西交通遺児育英会、釧根地区交通育英会、あしなが育英会

７．通学バスの運行

アフラックがん遺児奨学基金、道新みらい君奨学金、日本教育公務員弘済会

市町村奨学金、母子寡婦福祉奨学金、社会福祉協議会生活福祉資金

（令和５年度）　　　　■　本校の修学支援制度について　■

４．高等学校奨学会奨学金制度（北海道高等学校奨学会の制度）　

５．高等学校奨学会入学資金貸付制度（北海道高等学校奨学会の制度）

１．特別奨学生・優秀奨学生　（学園制度）

２．兄弟姉妹就学応援給付（学園制度）

３．経済支援奨学生　（学園制度）

月額10,000～35,000円の範囲内で貸付を受けられます（高所得者には所得制限あり）

無利子で、返済は卒業後一年据え置き12年以内で年賦か半年賦分割となります

奨学金は年２回に分けて、前期は１０月、後期は３月に給付されます

奨学金給付額は、実際に納付する入学金、授業料額を上限とします

保護者の市町村民税の所得割額合計額が０円の場合、３～５万円を給付します

（内進生は非該当）

（内進生は1～3年が該当）

（１年目の入学金に相当する奨学金は５月に給付されます）

※ 上記「1.特別奨学生・優秀奨学生、2.兄弟姉妹就学応援給付、3.経済支援奨学生」の併用はできません


